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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第97期

第１四半期連結
累計(会計)期間

第96期

会計期間
自 平成20年４月１日
至 平成20年６月30日

自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日

売上高（百万円） 25,462 103,394

経常利益（百万円） 131 20,702

四半期（当期）純利益（百万円） 136 12,650

純資産額（百万円） 124,991 127,118

総資産額（百万円） 153,198 156,547

１株当たり純資産額（円） 1,468.96 1,494.48

１株当たり四半期（当期）純利益
金額（円）

1.61 146.15

潜在株式調整後１株当たり四半期
（当期）純利益金額（円）

1.61 145.94

自己資本比率（％） 81.5 81.1

営業活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
△3,782 15,468

投資活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
△2,915 △2,083

財務活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
△3,202 △11,415

現金及び現金同等物の四半期末
（期末）残高（百万円）

42,096 51,669

従業員数（人） 2,563 2,483

　（注）１．当社は、四半期連結財務諸表を作成していますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載して

いません。

２．売上高には、消費税等は含まれていません。
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２【事業の内容】

当第１四半期連結会計期間において、参天製薬グループ（当社および当社の関係会社）が営む事業

の内容について、重要な変更はありません。

また、主要な関係会社における異動もありません。　
　

　

３【関係会社の状況】

当第１四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。
　

　

４【従業員の状況】

(１）連結会社の状況
　 平成20年６月30日現在

従業員数（人） 2,563  

　（注）　従業員数は就業人員数で、パートタイマーおよび派遣社員を除いています。

　

(２）提出会社の状況
　 平成20年６月30日現在

従業員数（人） 1,919  

　（注）　従業員数は就業人員数で、当社から社外への出向者、パートタイマーおよび派遣社員を除いており、社外から当社

への出向者を含んでいます。
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第２【事業の状況】

１【生産、受注及び販売の状況】

(１）生産実績及び商品仕入実績
当第１四半期連結会計期間における生産実績および商品仕入実績を販売面からみた事業部門等

に関連付けて示すと、次のとおりです。

生産実績

事業部門等の名称 金額（百万円）

医療用医薬品 16,797

一般用医薬品 2,197

医療機器 972

その他 231

合計 20,198

　（注）　金額は販売価格によっており、消費税等は含まれていません。

商品仕入実績

事業部門等の名称 金額（百万円）

医療用医薬品 3,261

一般用医薬品 －

医療機器 63

その他 15

合計 3,340

　（注）　金額は仕入価格によっており、消費税等は含まれていません。

(２）受注状況
参天製薬グループは販売計画、在庫状況を基礎として生産計画を立案し、これによって生産を

行っていますので受注生産は行っていません。

(３）販売実績
当第１四半期連結会計期間における販売実績を販売面からみた事業部門等に関連付けて示すと、

次のとおりです。

事業部門等の名称 金額（百万円）

医療用医薬品 23,797

一般用医薬品 1,288

医療機器 91

その他 284

合計 25,462

　（注）１　当第１四半期連結会計期間における主な相手先別の販売実績および当該販売実績の総販売実績に対する割
合は次のとおりです。

　
当第１四半期連結会計期間

金額（百万円） 割合（％）

株式会社スズケン 5,040 19.8

株式会社メディセオ・パルタック
ホールディングス

4,896 19.2

２　上記金額には、消費税等は含まれていません。
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２【経営上の重要な契約等】

当第１四半期連結会計期間において、新たに締結した重要な契約は次のとおりです。

契約会社名 相手方の名称 国名 契約品目 契約内容 契約期間 対価の支払

参天製薬
株式会社
（当社）

マキュサイト社 アメリカ

シロリムス

（網膜疾患

　治療剤）

日本（アジアを含
む）における全て
の眼疾患を対象と
した開発および販
売実施権

平成20年５月～製品
上市後10年間、もしく
は特許有効期間のど

ちらか長い方

契約一時金、開発の
進捗に応じた開発一
時金および日本とア
ジアの販売金額に応
じたロイヤリティ

　

　

　

３【財政状態及び経営成績の分析】

　文中の将来に関する事項は、当四半期報告書提出日現在において参天製薬グループ（当社及び当社

の関係会社）が判断したものです。

（１）業績の状況

　① 当第１四半期連結会計期間の業績の状況

国内医療用眼科薬市場は、薬価改定の影響はありましたが、緑内障治療剤、角膜疾患治療剤なら

びに抗アレルギー点眼剤などの伸長により、若干拡大しました。

一方、海外医療用眼科薬市場は、欧米・アジアともに総じて堅調に推移しました。　

国内一般用眼科薬市場は、疲れ目用、コンタクト用ならびにアレルギー用目薬などが伸長し、わ

ずかに拡大しました。

このような状況下、当第１四半期連結会計期間の業績は、次のとおりとなりました。

　
当第１四半期連結会計期間

（百万円）　

売上高　 25,462

営業損失（△） △103

経常利益　 131

四半期純利益　 136

　

　② 当第１四半期連結会計期間の売上の状況

販売部門別の売上高は次のとおりとなりました。

　

国内 海外 合計

金額
（百万円）

金額
（百万円）

金額
（百万円）

医療用医薬品 20,385 3,412 23,797

うち眼科薬 17,770 3,403 21,174

うち抗リウマチ薬 2,554 － 2,554

うちその他医薬品 61 8 69

一般用医薬品 1,285 3 1,288

医療機器 91 － 91

その他 51 233 284

合計 21,813 3,649 25,462

[医療用医薬品]
当第１四半期連結会計期間の医療用医薬品の売上高は、237億９千７百万円となりました。

（眼科薬）

＜国内＞
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医療施設ごとの潜在ニーズとその変化を的確に捉えた医薬情報提供などの普及促進活動を引

き続き実施しました。角膜疾患治療剤の「ヒアレイン点眼液」は、患者さんや医療現場に対する

ドライアイの疾患啓発活動などにより順調な伸びを示しましたが、合成抗菌点眼剤の「クラビッ

ト点眼液」、緑内障治療剤の「レスキュラ点眼液」や「チモプトール点眼液」などは、薬価改定

や競合の影響もあり、減少しました。その結果、国内医療用眼科薬の売上高は177億７千万円とな
りました。

＜海外＞

海外における医療用眼科薬の売上高は、円換算ベースで34億３百万円となりました。欧州では
医薬情報提供などの普及促進活動に注力し、北欧・西欧などで伸長しましたが、ロシアなどで減

少し、売上高は横ばいとなりました。米国向けでは出荷のタイミングもあり、売上高が若干増加し

ました。一方、アジアでは、供給のタイミングによる韓国・中国への一時的な出荷増が昨年あった

ため、当第１四半期連結会計期間の売上高は減少しました。

　

（抗リウマチ薬）

「リマチル錠」、「アザルフィジンＥＮ錠」ならびに「メトレート錠２mg」は、関節リウマチ治
療ガイドラインで、強く推奨される製剤に位置付けられていることもあり、抗リウマチ薬の売上高

は25億５千４百万円となりました。

[一般用医薬品]
一般用医薬品の売上高は、目の疲れ・かすみ・爽快用の目薬を中心に、引き続き販売促進に注力

した結果、12億８千８百万円となりました。
　

[医療機器]
国内の白内障手術件数は若干増加しましたが、競争の激化に伴い既存の眼内レンズの売上高は

減少しました。一方、高屈折率のアクリル素材を光学部に用いたフォールダブル眼内レンズの「エ

タニティー」の本格的な販売を７月に開始しましたが、当第１四半期連結会計期間では新製品の

寄与がほどんどないため、医療機器全体では９千１百万円となりました。

[その他]
米国向け耳科用合成抗菌剤の受託製造がなくなり、売上高は２億８千４百万円となりました。

　

　③ 当第１四半期連結会計期間の利益の状況

売上原価では薬価下落の影響などにより原価率がアップし、利益にマイナスの影響を与えまし

た。研究開発費では、５月にマキュサイト社とシロリムス製剤（網膜疾患領域、開発コード

DE-109）に関する日本およびアジア諸国での眼疾患を対象にした開発および販売実施権の契約締
結を行い、それに伴う一時金として50百万ドルを計上したことなどにより、84億８千２百万円とな
りました。その結果、営業損失は１億３百万円となりました。経常利益は１億３千１百万円となり

ました。四半期純利益は１億３千６百万円となりました。
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　④ 所在地別セグメント

所在地別セグメントの業績を示すと次のとおりです。

日本

外部顧客への売上高は、227億６千１百万円となりました。営業利益については、研究開発費の増
加により、４億７千４百万円となりました。

欧州

外部顧客への売上高は、北欧・西欧で売上を伸長しましたが、ロシアなどで減少し、25億２千２
百万円となりました。営業利益については、８千万円となりました。

その他の地域

外部顧客への売上高は、１億７千９百万円となりました。営業損失については、６千４百万円と

なりました。

　

　⑤ 当第１四半期連結会計期間の財政状態

当第１四半期連結会計期間末の資産は、前連結会計年度末に比べ33億４千９百万円減少しまし
た。受取手形及び売掛金の増加、株価上昇に伴う投資有価証券の評価増等はありましたが、法人税

等や配当金の支払いによる現金及び預金の減少などが要因です。

負債は、前連結会計年度末に比べ12億２千２百万円減少しました。未払金の増加がありました
が、未払法人税等の支払い、賞与引当金の取崩しなどによるものです。

純資産は、前連結会計年度末に比べ21億２千７百万円減少しました。これは主に、配当金の支払
いによるものです。

これらの結果、自己資本比率は前連結会計年度末に比べ0.4ポイント増加し、81.5％となりまし
た。　

　

（２）キャッシュ・フローの状況

　
当第１四半期連結会計期間

（百万円）

営業活動によるキャッシュ・フロー △3,782

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,915

財務活動によるキャッシュ・フロー △3,202

現金及び現金同等物の
当第１四半期連結会計期間末残高

42,096

当第１四半期連結会計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、37億８千２百万円の支出と
なりました。これは主に、法人税等の支払いによるものです。

投資活動によるキャッシュ・フローは、29億１千５百万円の支出となりました。これは主に、海外
子会社における外貨定期預金の預入れによるものです。

財務活動によるキャッシュ・フローは、32億２百万円の支出となりました。これは主に、配当金の
支払いによるものです。

以上の結果、現金及び現金同等物の当第１四半期連結会計期間末残高は、前連結会計年度と比べ

95億７千３百万円減少し、420億９千６百万円となりました。

（３）事業上及び財務上の対処すべき課題

　① 中期経営計画について 

参天製薬グループは、平成18年度を起点とした10年後の平成27年度に、「世界の参天」を実現す
ることを長期構想とし、平成18年度から平成22年度までをその第一ステップと位置付け、「成長の
ための準備および特定地域での成長」を目指します。
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１.「2006-2010年度中期経営計画」における基本方針
「世界の参天」に向けた新薬候補の準備と、強みが発揮できる地域での成長

　

２.方針実現のための４つの中期方針
ⅰ.グローバル戦略新薬候補を充実させる
ⅱ.日本をはじめ、北欧・東欧・ロシア、中国を中心に成長し、米国は臨床開発と事業開発に注力す
る

ⅲ.生産基盤を強化させる
ⅳ.グローバルレベルで人材・組織を強化する

これらの方針に基づいた戦略・施策を立案・実施し、最終年度に営業利益320億円以上、当期純利
益220億円以上、ROE13%以上の達成を目指していきます。
　

　② 株式の大規模な買付行為に関する対応策（買収防衛策）について

当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者のあり方に関する基本方針を定めており、その

内容等（会社法施行規則第127条各号に掲げる事項）は次のとおりです。

当社は、当社の株主のあり方について、株主は株式等の市場での自由な取引を通じて決まるもの

と考えています。したがって、株式会社の支配権の移転を伴う買収提案に応じるかどうかの判断

も、最終的には株主全体の意思に基づき行われるべきものと考えています。

しかし、当社株式の大量取得行為や買付提案の中には、当社に対し高値で買取を要求する場合

や、従業員や顧客を含む取引先、債権者などの利害関係者との関係を破壊するものなど、株主共同

の利益に反するおそれがあることも否めません。これらの行為に対し、当社の企業価値ひいては株

主共同の利益を確保し、向上させることを目的として、当社は、平成19年５月８日開催の取締役会
において、株式の大規模な買付行為に関する対応策（以下、「本プラン」といいます。）を決議し、

平成19年６月26日に開催の第95期定時株主総会に提出、承認されました。
　

１.導入の目的
本プランは、当社株式に対する大量買付が行われた際に、当該大量買付に応じるべきか否かを株

主の皆様が判断し、あるいは当社取締役会が、株主の皆様に代替案を提案するために必要な情報や

時間を確保し、株主の皆様のために協議・交渉等を行うこと等を可能とすることにより、当社の企

業価値ひいては株主共同の利益に反する大量買付を抑止することを目的としています。

　

２.本プランの概要 
ⅰ.本プランの発動に係る手続の設定 
本プランは、当社の株券等に対する20%以上の買付、もしくはこれに類似する行為、またはその
提案（以下、「買付等」といいます。）が行われる場合に、買付等を行う者（以下、「買付者等」

といいます。）に対し、事前に当該買付等に関する情報の提供を求め、当該買付等についての情報

収集・検討等を行う時間を確保した上で、株主の皆様に当社経営陣の計画や代替案等を提示した

り、買付者等との交渉等を行っていくための手続を定めています。 

　

ⅱ.新株予約権無償割当の利用
買付者等が本プランにおいて定められた下記の要件を充足する場合には、当社は、買付者等に

よる権利行使は認められないとの行使条件、および当社が買付者等以外の者から当社株式と引換

えに新株予約権を取得する旨の取得条項が付された新株予約権（以下、「本新株予約権」といい

ます。）を、その時点の全ての株主に対して、保有株式１株につき１個の割合で、無償で割当てま

す。 

（但し、本新株予約権発行時における発行可能な株式数との関係で、交付される当社普通株式が

１株未満となる可能性があります。）

・ 本プランの手続を守らない場合 

・ 株式を買占め、当社に対し高値で買取を要求する場合や、当社の経営を一時的に支配して、

資産処分により一時的な高配当をさせ株価を吊り上げ売り抜ける行為のような、当社の企業価

値ひいては株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすおそれがある場合

・ 当社の従業員、顧客を含む取引先等との関係を破壊し、当社の企業価値ひいては株主共同の

利益に反する場合
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ⅲ.取締役会の恣意的判断を排するための独立委員会の利用 
本プランにおいては、本新株予約権の無償割当の実施、不実施、または取得等の判断について、

当社取締役会の恣意的判断を排するため、当社経営陣から独立性の高い社外取締役３名から構成

される独立委員会の判断を経るとともに、株主の皆様に適時に情報開示を行うことにより透明性

を確保することとしています。

　

ⅳ.本新株予約権の行使及び当社による本新株予約権の取得
本プラン導入時は、新株予約権の無償割当は行いませんので影響はありません。また、本プラン

に従って本新株予約権の無償割当がなされ、買付者等以外の株主の皆様により本新株予約権が行

使された場合、または当社による本新株予約権の取得と引換えに、買付者等以外の株主の皆様に

対して当社株式が交付された場合においても、買付者等以外の株主の皆様が保有する当社株式全

体の価値の総額は理論的に変わりません。一方で、当該買付者等の有する当社株式の議決権割合

は希釈化される可能性があります。 
　

３.本プランの合理性
ⅰ.買収防衛策に関する指針の要件を完全に充足していること 
本プランは、経済産業省及び法務省が平成17年５月27日に発表した企業価値・株主共同の利益
の確保、または向上のための買収防衛策に関する指針の定める三原則を完全に充足しています。 

　

ⅱ.本プランの導入の決定は株主総会における決議をもって行われていること
本プランは、平成19年６月26日の定時株主総会における株主の皆様のご承認の下に導入されま
したが、その有効期間は、同定時株主総会終結後３年以内に終了する事業年度のうち最終のもの

に関する定時株主総会の終結の時までとなっています。また、有効期間の満了前であっても、当社

取締役会の決議によって本プランを廃止することができます。 

　

ⅲ.独立性の高い社外取締役の判断の重視および合理的な客観的要件の設定 
防衛策の発動にあたっては、独立性の高い当社社外取締役３名から構成される独立委員会によ

る判断が行われ、取締役会は独立委員会の勧告を最大限尊重し、これに従い決議すること、および

本プランは、合理的かつ詳細な客観的要件が充足されなければ発動されないように設定されてお

り、当社取締役会による恣意的な発動を防止するための仕組みを確保しているものといえます。 
　

ⅳ.第三者専門家の意見の取得 
買付者等が出現すると、独立委員会は、当社の費用で、独立した第三者（ファイナンシャル・ア

ドバイザー、公認会計士、弁護士、コンサルタントその他の専門家を含みます。）の助言を受ける

ことができるものとしています。これにより、独立委員会による判断の公正さ、客観性がより強く

担保される仕組みとなっています。 
　

（４）研究開発活動

参天製薬グループは、中長期的な成長の源泉として研究開発を重視しており、眼科薬を中心とし

た積極的な臨床開発活動を進めています。

緑内障・高眼圧症領域において、プロスタグランジン製剤DE-085（一般名：タフルプロスト）
は日本および欧州で既に製造販売承認申請を実施済みですが、欧州では2008年４月のデンマーク
を皮切りに現在６ヵ国において承認が得られ、今後も申請各国にて順次承認が得られる予定です。

一方、米国においては今後の事業化の検討を踏まえたうえ、申請の是非を決定します。アンジオテ

ンシンⅡ受容体拮抗剤のDE-092（一般名：オルメサルタン）は、日本および米国での臨床第Ⅱ相
試験の結果、用量依存性が確認できなかったため臨床試験を一時中断していましたが、変更した製

剤での臨床第Ⅱ相パイロット試験を実施中です。緑内障および高眼圧症を適応症とするROCK阻害
剤のDE-104（一般名：未定）は、日本と米国で臨床第Ⅱ相試験を実施中です。
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角結膜疾患（ドライアイを含む）領域において、主にドライアイに伴う角結膜上皮障害治療剤

のDE-089（一般名：ジクアホソル・ナトリウム）は、日本での製造販売承認申請を平成20年５月
に行いました。DE-101（一般名：リボグリタゾン）は日本と米国において臨床第Ⅱ相試験を実施
中です。

遷延性角膜上皮欠損を適応症とするDE-105（一般名：未定）は、米国において臨床第Ⅰ相試験
を開始しました。アレルギー性結膜炎を適応症とするホスホジエステラーゼ４阻害剤のDE-103
（一般名：未定）は、日本で臨床第Ⅱ相試験を実施中です。

網膜領域において、糖尿病黄斑浮腫を適応症とするDE-102（一般名：未定）は、患者さんを対象
とした忍容性および有効性検証試験（臨床第Ⅰ相／第Ⅱ相試験）を日本で実施中です。

滲出型加齢黄斑変性と糖尿病黄斑浮腫を適応症とするDE-109（一般名：シロリムス）の、日本
を含むアジアでの眼科疾患を対象とした開発および販売実施権を、平成20年５月にマキュサイト
社から取得しました。

また、当社が株式会社Argenesに国内開発権を許諾している、関節リウマチを適応症とする
DE-098（一般名：未定）は、患者さんを対象とした忍容性および有効性検証試験（臨床第Ⅰ相／
第Ⅱ相試験）を欧州と日本で実施中です。

なお、当第１四半期連結会計期間の研究開発費の総額は、84億８千２百万円です。
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第３【設備の状況】

(１）主要な設備の状況
当第１四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。
　

　

(２）設備の新設、除却等の計画
当第１四半期連結会計期間において、前連結会計年度末に計画した重要な設備の新設、除却等に

ついて、重要な変更はありません。また、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等

の計画はありません。
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 220,000,000

計 220,000,000

　

②【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間末現在

発行数（株）
（平成20年６月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成20年８月５日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 86,896,803 86,896,803

東京証券取引所

（市場第１部）

大阪証券取引所

（市場第１部）

完全議決権株式で
あり、権利内容に
何ら限定のない当
社における標準と
なる株式

計 86,896,803 86,896,803 ― ―

　（注）「提出日現在発行数」には、平成20年８月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使（旧商法に
基づき発行された新株引受権の権利行使を含む。）により発行された株式数は含まれていません。
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（２）【新株予約権等の状況】

①　新株予約権

会社法第361条および第238条等の規定に基づく新株予約権
　

株主総会の特別決議日　 平成18年６月27日　 　平成19年６月26日

　
第１四半期会計期間末現在

（平成20年６月30日）
第１四半期会計期間末現在　

（平成20年６月30日）　

新株予約権の数（個） 615 537

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） ― ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 61,500 53,700

新株予約権の行使時の払込金額（円） 2,715 3,050

新株予約権の行使期間
平成20年６月28日～
平成28年６月24日

平成21年６月27日～
平成29年６月26日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の

株式の発行価格および資本組入額（円）

発行価格　　　　　 2,715
資本組入額　　　　 1,358

発行価格　　　　　 3,050
資本組入額　　　　 1,525

新株予約権の行使の条件

・権利を与えられた者は、新株
予約権の行使時において、当社
の取締役の地位を有しているこ
とを要する。ただし、任期満了等
の正当な理由により退任する限
りにおいては、付与された権利
を行使することができる。

・新株予約権の一部行使は、そ
の目的たる株式の数が当社の１
単元の株式数の整数倍となる場
合に限り、これを行うことがで
きる。

・新株予約権者が死亡した場
合、相続人がその権利を行使す
ることができる。

・その他の細目については、平
成18年６月27日開催の定時株主
総会および新株予約権発行の取
締役会決議に基づき、当社と新
株予約権者との間で締結する
「新株予約権付与契約」に定め
るところによる。

・権利を与えられた者は、新株
予約権の行使時において、当社
の取締役の地位を有しているこ
とを要する。ただし、任期満了等
の正当な理由により退任する限
りにおいては、付与された権利
を行使することができる。

・新株予約権の一部行使は、そ
の目的たる株式の数が当社の１
単元の株式数の整数倍となる場
合に限り、これを行うことがで
きる。

・新株予約権者が死亡した場
合、相続人がその権利を行使す
ることができる。

・その他の細目については、平
成19年６月26日開催の定時株主
総会および新株予約権発行の取
締役会決議に基づき、当社と新
株予約権者との間で締結する
「新株予約権付与契約」に定め
るところによる。

新株予約権の譲渡に関する事項

割当てられた新株予約権は、こ
れを譲渡し、またはこれに担保
権を設定することができないも
のとする。

割当てられた新株予約権は、こ
れを譲渡し、またはこれに担保
権を設定することができないも
のとする。

代用払込みに関する事項 ─ ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に

関する事項
― ―

会社法第238条等の規定に基づく新株予約権
　

株主総会の特別決議日 平成18年６月27日 平成19年６月26日

　
第１四半期会計期間末現在

（平成20年６月30日）
第１四半期会計期間末現在　

（平成20年６月30日）　

新株予約権の数（個） 412 456

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） ― ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 普通株式　

新株予約権の目的となる株式の数（株） 41,200 45,600

新株予約権の行使時の払込金額（円） 2,715 3,050
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株主総会の特別決議日 平成18年６月27日 平成19年６月26日

　
第１四半期会計期間末現在

（平成20年６月30日）
第１四半期会計期間末現在　

（平成20年６月30日）　

新株予約権の行使期間
平成20年６月28日～
平成28年６月24日

平成21年６月27日～
平成29年６月26日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の

株式の発行価格および資本組入額（円）

発行価格　　　　　 2,715
資本組入額　　　　 1,358

発行価格　　　　　 3,050
資本組入額　　　　 1,525

新株予約権の行使の条件

・権利を与えられた者は、新株
予約権の行使時において、当社
の執行役員の地位を有している
ことを要する。ただし、正当な理
由により退職する限りにおいて
は、付与された権利を行使する
ことができる。

・新株予約権の一部行使は、そ
の目的たる株式の数が当社の１
単元の株式数の整数倍となる場
合に限り、これを行うことがで
きる。

・新株予約権者が死亡した場
合、相続人がその権利を行使す
ることができる。

・その他の細目については、平
成18年６月27日開催の定時株主
総会および新株予約権発行の取
締役会決議に基づき、当社と新
株予約権者との間で締結する
「新株予約権付与契約」に定め
るところによる。

・権利を与えられた者は、新株
予約権の行使時において、当社
の執行役員の地位を有している
ことを要する。ただし、正当な理
由により退職する限りにおいて
は、付与された権利を行使する
ことができる。

・新株予約権の一部行使は、そ
の目的たる株式の数が当社の１
単元の株式数の整数倍となる場
合に限り、これを行うことがで
きる。

・新株予約権者が死亡した場
合、相続人がその権利を行使す
ることができる。

・その他の細目については、平
成19年６月26日開催の定時株主
総会および新株予約権発行の取
締役会決議に基づき、当社と新
株予約権者との間で締結する
「新株予約権付与契約」に定め
るところによる。

新株予約権の譲渡に関する事項

割当てられた新株予約権は、こ
れを譲渡し、またはこれに担保
権を設定することができないも
のとする。

割当てられた新株予約権は、こ
れを譲渡し、またはこれに担保
権を設定することができないも
のとする。

代用払込みに関する事項 ― ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に

関する事項
― ―

平成13年改正旧商法第280条ノ20および第280条ノ21の規定に基づく新株予約権
　

株主総会の特別決議日 平成14年６月26日 平成15年６月26日

　
第１四半期会計期間末現在

（平成20年６月30日）
第１四半期会計期間末現在

（平成20年６月30日）

新株予約権の数（個） 284 516

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） ― ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 28,400 51,600

新株予約権の行使時の払込金額（円） 1,326 1,176

新株予約権の行使期間
平成16年６月27日～
平成24年６月25日

平成17年６月27日～
平成25年６月25日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の

株式の発行価格および資本組入額（円）

発行価格　　　　　 1,326
資本組入額　　　　　 663

発行価格　　　　　 1,176
資本組入額　　　　　 588
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株主総会の特別決議日 平成14年６月26日 平成15年６月26日

　
第１四半期会計期間末現在

（平成20年６月30日）
第１四半期会計期間末現在

（平成20年６月30日）

新株予約権の行使の条件

・権利を与えられた者は、新株
予約権行使期間内は、当社の取
締役または執行役員もしくは主
要海外子会社の取締役の地位を
保有していることを要す。ただ
し、任期満了等の正当な理由に
よる退任または正当な理由によ
り退職する限りにおいては、付
与された権利を行使することが
できる。

・新株予約権の１個未満の一部
行使は、その目的たる株式の数
が当社の１単元の株式数の整数
倍となる場合に限り、これを行
うことができる。

・新株予約権行使期間内は、相
続人が権利行使することができ
る。

・その他の細目については、平
成14年６月26日開催の定時株主
総会および新株予約権発行の取
締役会決議に基づき、当社と新
株予約権者との間で締結する
「新株予約権付与契約」に定め
るところによる。

・権利を与えられた者は、新株
予約権行使期間内は、当社の取
締役または執行役員もしくは重
要な海外子会社の取締役の地位
を保有していることを要す。た
だし、任期満了等の正当な理由
による退任または正当な理由に
より退職する限りにおいては、
付与された権利を行使すること
ができる。

・新株予約権の１個未満の一部
行使は、その目的たる株式の数
が当社の１単元の株式数の整数
倍となる場合に限り、これを行
うことができる。

・新株予約権行使期間内は、相
続人が権利行使することができ
る。

・その他の細目については、平
成15年６月26日開催の定時株主
総会および新株予約権発行の取
締役会決議に基づき、当社と新
株予約権者との間で締結する
「新株予約権付与契約」に定め
るところによる。

新株予約権の譲渡に関する事項

割当てられた新株予約権は、こ
れを譲渡し、またはこれに担保
権を設定することができないも
のとする。

割当てられた新株予約権は、こ
れを譲渡し、またはこれに担保
権を設定することができないも
のとする。

代用払込みに関する事項 ─ ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に

関する事項
― ―

株主総会の特別決議日 平成16年６月25日 平成17年６月24日

　
第１四半期会計期間末現在

（平成20年６月30日）
第１四半期会計期間末現在

（平成20年６月30日）

新株予約権の数（個） 661 1,275

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） ― ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 66,100 127,500

新株予約権の行使時の払込金額（円） 1,743 2,480

新株予約権の行使期間
平成18年６月26日～
平成26年６月24日

平成19年６月25日～
平成27年６月23日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の

株式の発行価格および資本組入額（円）

発行価格　　　　　 1,743
資本組入額　　　　　 872

発行価格　　　　　 2,480
資本組入額　　　　 1,240
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株主総会の特別決議日 平成16年６月25日 平成17年６月24日

　
第１四半期会計期間末現在

（平成20年６月30日）
第１四半期会計期間末現在

（平成20年６月30日）

新株予約権の行使の条件

・権利を与えられた者は、新株
予約権行使期間内は、当社の取
締役または執行役員もしくは重
要な海外子会社の取締役の地位
を保有していることを要す。た
だし、任期満了等の正当な理由
による退任または正当な理由に
より退職する限りにおいては、
付与された権利を行使すること
ができる。

・新株予約権の１個未満の一部
行使は、その目的たる株式の数
が当社の１単元の株式数の整数
倍となる場合に限り、これを行
うことができる。

・新株予約権行使期間内は、相
続人が権利行使することができ
る。

・その他の細目については、平
成16年６月25日開催の定時株主
総会および新株予約権発行の取
締役会決議に基づき、当社と新
株予約権者との間で締結する
「新株予約権付与契約」に定め
るところによる。

・権利を与えられた者は、新株
予約権行使期間内は、当社の取
締役または執行役員もしくは重
要な海外子会社の取締役の地位
を保有していることを要す。た
だし、任期満了等の正当な理由
による退任または正当な理由に
より退職する限りにおいては、
付与された権利を行使すること
ができる。

・新株予約権の１個未満の一部
行使は、その目的たる株式の数
が当社の１単元の株式数の整数
倍となる場合に限り、これを行
うことができる。

・新株予約権行使期間内は、相
続人が権利行使することができ
る。

・その他の細目については、平
成17年６月24日開催の定時株主
総会および新株予約権発行の取
締役会決議に基づき、当社と新
株予約権者との間で締結する
「新株予約権付与契約」に定め
るところによる。

新株予約権の譲渡に関する事項

割当てられた新株予約権は、こ
れを譲渡し、またはこれに担保
権を設定することができないも
のとする。

割当てられた新株予約権は、こ
れを譲渡し、またはこれに担保
権を設定することができないも
のとする。

代用払込みに関する事項 ― ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に

関する事項
― ―

　

②　新株予約権付社債

該当事項はありません。
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③　その他提出会社に対して新株の発行を請求できる権利

旧商法第280条ノ19第１項に基づく新株引受権
　

株主総会の特別決議日 平成11年６月29日　 平成12年６月29日

　
第１四半期会計期間末現在
（平成20年６月30日）

第１四半期会計期間末現在
（平成20年６月30日）

新株予約権の数（個） ― ―

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） ― ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 37,000 46,200

新株予約権の行使時の払込金額（円） 2,480 2,705

新株予約権の行使期間
平成13年６月30日～
平成21年６月28日

平成14年６月30日～
平成22年６月28日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の

株式の発行価格および資本組入額（円）

発行価格　　　　　 2,480
資本組入額　　　　 1,240

発行価格　　　　　 2,705
資本組入額　　　　 1,353

新株予約権の行使の条件

・権利行使において当社または
関係会社取締役または使用人の
地位を保有、または任期満了等
の正当な理由により退任または
正当な理由により退職。

・権利の相続は可能。

・権利行使において当社または
関係会社取締役または使用人の
地位を保有、または任期満了等
の正当な理由により退任または
正当な理由により退職。

・権利の相続は可能。

新株予約権の譲渡に関する事項
権利の譲渡、質入その他の処

分は認めない。

権利の譲渡、質入その他の処

分は認めない。

代用払込みに関する事項 ─ ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に

関する事項
― ―

　

株主総会の特別決議日 平成13年６月28日

　
第１四半期会計期間末現在
（平成20年６月30日）

新株予約権の数（個） ―

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 38,600

新株予約権の行使時の払込金額（円） 2,299

新株予約権の行使期間
平成15年６月29日～
平成23年６月27日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格および資本組入額（円）

発行価格　　　　　 2,299
資本組入額　　　　 1,150

新株予約権の行使の条件

・権利行使において当社または
関係会社取締役または使用人の
地位を保有、または任期満了等
の正当な理由により退任または
正当な理由により退職。

・権利の相続は可能。

新株予約権の譲渡に関する事項
権利の譲渡、質入その他の処

分は認めない。

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

―
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（３）【ライツプランの内容】

該当事項はありません。
　

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数
（株）

発行済株式
総数残高
（株）

資本金増減額
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金
増減額
（百万円）

資本準備金
残高

（百万円）

平成20年４月１日～
平成20年６月30日
（注）

30,100 86,896,803 22 6,440 22 7,135

　（注）新株予約権の行使（旧商法に基づき発行された新株引受権の権利行使を含む。）による増加です。 

　

　

（５）【大株主の状況】

大量保有報告書等の写しの送付等がなく、当第１四半期会計期間において、大株主の異動は把握

していません。
　

（６）【議決権の状況】

　当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認でき

ないため、記載することができないことから、直前の基準日（平成20年３月31日）に基づく株主名
簿による記載をしています。

①【発行済株式】

　 平成20年６月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式（自己株式等） ― ― ―

議決権制限株式（その他） ― ― ―

完全議決権株式（自己株式等）
（自己保有株式）

普通株式  1,888,700
― 権利内容に何ら限定のない当

社における標準となる株式

完全議決権株式（その他） 普通株式 84,870,400 848,704 同上

単元未満株式 普通株式    107,603 ― 同上

発行済株式総数 86,866,703 ― ―

総株主の議決権 ― 848,704 ―

　（注）１　「完全議決権株式（その他）」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が200株（議決権２個）含ま
れています。

２　「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式43株が含まれています。

②【自己株式等】

　 平成20年６月30日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合(％)

（自己保有株式）

参天製薬株式会社

大阪市東淀川区下新庄

３丁目９－19
1,888,700 ― 1,888,700 2.17

計 ― 1,888,700 ― 1,888,700 2.17
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２【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

月別
平成20年
４月

５月 ６月

最高（円） 2,590 2,990 2,935

最低（円） 2,325 2,465 2,620

　（注）株価は大阪証券取引所市場第１部におけるものです。

　

　

　

３【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はあり
ません。

EDINET提出書類

参天製薬株式会社(E00949)

四半期報告書

19/32



第５【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平

成19年内閣府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しています。

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当第１四半期連結累計期間（平成20年
４月１日から平成20年６月30日まで）に係る四半期連結財務諸表について、あずさ監査法人による四
半期レビューを受けています。
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１【四半期連結財務諸表】
（１）【四半期連結貸借対照表】

（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
（平成20年６月30日）

前連結会計年度末に係る要約
連結貸借対照表

（平成20年３月31日）

資産の部

流動資産

現金及び預金 28,084 35,483

受取手形及び売掛金 37,301 35,614

有価証券 15,892 15,868

商品 2,877 3,338

製品 5,352 5,227

半製品 1,114 821

原材料 1,768 1,674

仕掛品 232 259

繰延税金資産 897 1,699

その他 2,968 2,769

貸倒引当金 △1 △1

流動資産合計 96,488 102,754

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 41,258 39,859

減価償却累計額及び減損損失累計額 △25,045 △24,699

建物及び構築物（純額） 16,212 15,160

機械装置及び運搬具 11,448 11,083

減価償却累計額及び減損損失累計額 △8,663 △8,426

機械装置及び運搬具（純額） 2,785 2,656

土地 8,571 8,558

建設仮勘定 838 1,879

その他 10,636 10,532

減価償却累計額及び減損損失累計額 △9,107 △8,938

その他（純額） 1,528 1,594

有形固定資産合計 29,936 29,848

無形固定資産

のれん － 300

ソフトウエア 1,490 1,602

その他 309 330

無形固定資産合計 1,800 2,233

投資その他の資産

投資有価証券 18,287 16,949

繰延税金資産 4,321 1,822

その他 2,363 2,694

投資その他の資産合計 24,972 21,466

固定資産合計 56,709 53,548

繰延資産 － 244

資産合計 153,198 156,547
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
（平成20年６月30日）

前連結会計年度末に係る要約
連結貸借対照表

（平成20年３月31日）

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 5,056 5,633

1年内返済予定の長期借入金 5,168 5,168

未払金 9,903 7,690

未払法人税等 1,434 4,323

賞与引当金 1,353 2,612

その他の引当金 84 74

その他 2,161 1,057

流動負債合計 25,163 26,561

固定負債

長期借入金 68 110

繰延税金負債 17 17

退職給付引当金 2,015 1,815

役員退職慰労引当金 491 487

その他 450 437

固定負債合計 3,043 2,867

負債合計 28,207 29,429

純資産の部

株主資本

資本金 6,440 6,418

資本剰余金 7,135 7,113

利益剰余金 114,743 117,786

自己株式 △4,924 △4,920

株主資本合計 123,395 126,398

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 2,989 2,273

為替換算調整勘定 △1,513 △1,673

評価・換算差額等合計 1,475 600

新株予約権 119 119

純資産合計 124,991 127,118

負債純資産合計 153,198 156,547
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（２）【四半期連結損益計算書】
【第１四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
　　至　平成20年６月30日）

売上高 25,462

売上原価 9,142

売上総利益 16,320

販売費及び一般管理費 ※1
 16,424

営業損失（△） △103

営業外収益

受取利息 35

受取配当金 209

その他 106

営業外収益合計 351

営業外費用

支払利息 23

為替差損 74

その他 18

営業外費用合計 115

経常利益 131

特別利益

特別利益合計 －

特別損失

固定資産売却損 8

施設利用権評価損 15

特別損失合計 23

税金等調整前四半期純利益 107

法人税、住民税及び事業税 1,366

法人税等調整額 △1,395

法人税等合計 △28

四半期純利益 136
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（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：百万円）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
　　至　平成20年６月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 107

減価償却費 1,109

退職給付引当金の増減額（△は減少） 157

受取利息及び受取配当金 △245

支払利息 23

売上債権の増減額（△は増加） △1,644

たな卸資産の増減額（△は増加） △15

仕入債務の増減額（△は減少） △558

その他 1,265

小計 198

利息及び配当金の受取額 243

利息の支払額 △7

法人税等の支払額 △4,216

営業活動によるキャッシュ・フロー △3,782

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △2,138

固定資産の取得による支出 △625

投資有価証券の取得による支出 △151

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,915

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出 △42

配当金の支払額 △3,201

その他 41

財務活動によるキャッシュ・フロー △3,202

現金及び現金同等物に係る換算差額 327

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △9,573

現金及び現金同等物の期首残高 51,669

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1
 42,096
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【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

　
当第１四半期連結会計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

１　連結の範囲に関する事項の変更 ―

２　持分法の適用に関する事項の変更 ―

３　会計処理基準に関する事項の変更 　

（１）重要な資産の評価基準及び評
価方法の変更

　

たな卸資産

　通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、
主として総平均法による原価法によっていましたが、当第
１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会
計基準」（企業会計基準第９号　平成18年７月５日）が適
用されたことに伴い、主として総平均法による原価法（貸
借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下
げの方法）により算定しています。
　これによる損益に与える影響は軽微です。

（２）「連結財務諸表作成における
在外子会社の会計処理に関す
る当面の取扱い」の適用

　

　当第１四半期連結会計期間より、「連結財務諸表作成に
おける在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」
（実務対応報告第18号　平成18年５月17日）を適用し、連
結決算上必要な修正を行っています。
　これにより、営業損失は230百万円減少し、経常利益およ
び税金等調整前四半期純利益はそれぞれ227百万円、四半
期純利益は231百万円増加しています。
　なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載し
ています。

（３）リース取引に関する会計基準
の適用

　

　所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従
来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっていま
したが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準
第13号（平成５年６月17日（企業会計審議会第一部会）、
平成19年３月30日改正））および「リース取引に関する
会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第16号
（平成６年１月18日（日本公認会計士協会　会計制度委員
会）、平成19年３月30日改正））が平成20年４月１日以後
開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適
用することができることになったことに伴い、当第１四半
期連結会計期間からこれらの会計基準等を適用し、通常の
売買取引に係る会計処理によっています。また、所有権移
転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価
償却の方法については、リース期間を耐用年数とし、残存
価額を零とする定額法を採用しています。

 　ただし、当第１四半期連結会計期間において新たな所有
権移転外ファイナンス・リース取引が発生しなかったた
め、損益に与える影響はありません。

　なお、リース取引開始日がリース会計基準適用初年度開
始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引について
は、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処
理を適用しています。
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【簡便な会計処理】

該当事項はありません。

　

【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

該当事項はありません。

　

【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

当第１四半期連結会計期間末
（平成20年６月30日）

前連結会計年度
（平成20年３月31日）

　１　当社は、取引金融機関７社とコミットメントライン
（特定融資枠）契約を結んでいます。

コミットメントライン
 （特定融資枠）契約の総額

 　16,000百万円

借入実行残高 －百万円

　２　偶発債務

従業員の金融機関からの借入金に対し、322百万円
の債務保証を行っています。

　３　輸出手形割引高は11百万円です。

　１　当社は、取引金融機関７社とコミットメントライン
（特定融資枠）契約を結んでいます。

コミットメントライン
 （特定融資枠）契約の総額

 　16,000百万円

借入実行残高 －百万円

　２　偶発債務

従業員の金融機関からの借入金に対し、368百万円
の債務保証を行っています。

　３　輸出手形割引高は６百万円です。

（四半期連結損益計算書関係）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目および金額
は次のとおりです。

給料及び手当 1,772百万円
賞与引当金繰入額 649百万円

退職給付費用 230
百万円

　
研究開発費 8,482百万円

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

※１　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸
借対照表に掲記されている科目の金額との関係は
次のとおりです。

現金及び預金勘定 28,084 百万円

預入期間が３ヵ月を超える
定期預金等

△2,381 百万円

償還期間が３ヵ月以内の
短期投資（有価証券）

15,892 百万円

償還期間が３ヵ月以内の
債権信託受益権

500 百万円

現金及び現金同等物 42,096 百万円
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（株主資本等関係）

当第１四半期連結会計期間末（平成20年６月30日）及び当第１四半期連結累計期間

（自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日）

１．発行済株式の種類及び総数

株式の種類 当第１四半期連結会計期間末

普通株式（株） 86,896,803

　

２．自己株式の種類及び株式数

株式の種類 当第１四半期連結会計期間末

普通株式（株） 1,890,008

　

３．新株予約権等に関する事項

会社名 内訳
目的となる
株式の種類

目的となる株式の数（株）
（当第１四半期連結会計期間末）

当第１四半期連結会計
期間末残高（百万円）

提出会社

平成11年新株引受権　 普通株式　　 37,000

―

（注）１

平成12年新株引受権　 普通株式　　 46,200

平成13年新株引受権　 普通株式　　 38,600

平成14年新株予約権　 普通株式　　 28,400

平成15年新株予約権　 普通株式　　 51,600

平成16年新株予約権　 普通株式　　 66,100

平成17年新株予約権　 普通株式　　 127,500

平成18年新株予約権　 普通株式　　 102,700 59

平成19年新株予約権　 普通株式　　 99,300 60

合計 ― 597,400 119

　（注）１　会社法の施行日前に付与されたストック・オプションであるため、残高はありません。

　　　　２　平成10年新株引受権は、権利行使期間が満了しています。　

　　　　３　平成11年から平成18年の新株引受権および新株予約権は、すべて権利行使可能なものです。

　　　　４　平成19年の新株予約権は、権利行使期間の初日が到来していません。

　

４．配当に関する事項

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額(円) 基準日 効力発生日

平成20年６月25日
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 3,399 40.00 平成20年３月31日 平成20年６月26日
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（セグメント情報）

【事業の種類別セグメント情報】

全セグメントの売上高の合計、営業利益および全セグメントの資産の金額の合計額に占める「医薬品の製造・販

売を中心とする医薬品事業」の割合がいずれも90％を超えているため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略
しています。

　

【所在地別セグメント情報】

当第１四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日）

　
日本

（百万円）
欧州

（百万円）
その他の地域
（百万円）

計
（百万円）

消去又は全社
（百万円）

連結
（百万円）

売上高及び営業損益       

売上高       

(1）外部顧客に対する
売上高

22,761 2,522 179 25,462 － 25,462

(2）セグメント間の内部
売上高又は振替高

522 489 808 1,820 （1,820）　 －

計 23,283 3,012 987 27,283 （1,820）　 25,462

営業利益

（又は営業損失（△））
474 80 △64 490 （594）　 △103

　（注）１　国または地域の区分は、地理的近接度によっています。

２　本邦以外の区分に属する主な国または地域

(1）欧州………………フィンランド、ドイツ、スウェーデン

(2）その他の地域……アメリカ、中国、韓国、台湾

３　「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」の「３　会計処理基準に関する事項の

変更」に記載のとおり、当第１四半期連結会計期間より、「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処

理に関する当面の取扱い」（実務対応報告第18号　平成18年５月17日）を適用しています。これにより、従来
の方法によった場合に比べて、欧州では営業利益が１百万円多く計上され、その他の地域では営業損失が228
百万円少なく計上されています。

【海外売上高】

当第１四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日）

　 欧州 北米 アジア 計

Ⅰ　海外売上高（百万円） 2,243 255 1,149 3,649

Ⅱ　連結売上高（百万円） － － － 25,462

Ⅲ　連結売上高に占める

海外売上高の割合（％）
8.8 1.0 4.5 14.3

　（注）１　国または地域の区分は、地理的近接度によっています。

２　各区分に属する主な国または地域

(1）欧州………………フィンランド、ロシア、スウェーデン、ドイツ、ノルウェー

(2）北米………………アメリカ

(3）アジア……………韓国、中国、ベトナム、台湾

３　海外売上高は、当社および連結子会社の本邦以外の国または地域における売上高です。
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（有価証券関係）

前連結会計年度末日に比べて著しい変動は認められません。

　

　

　

（デリバティブ取引関係）

前連結会計年度末日に比べて著しい変動は認められません。

　

　

　

（ストック・オプション等関係）

当第１四半期連結会計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日）

該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

１．１株当たり純資産額

当第１四半期連結会計期間末
（平成20年６月30日）

前連結会計年度末
（平成20年３月31日）

１株当たり純資産額 1,468円96銭 　 １株当たり純資産額 1,494円48銭　 　

２．１株当たり四半期純利益金額等

当第１四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

１株当たり四半期純利益金額 １円61銭　
潜在株式調整後１株当たり
四半期純利益金額

１円61銭　

　（注）　１株当たり四半期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおり

です。

　

当第１四半期連結累計期間

（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

１株当たり四半期純利益金額  

四半期純利益（百万円） 136

普通株主に帰属しない金額（百万円） －

普通株式に係る四半期純利益（百万円） 136

期中平均株式数（千株） 84,997

　  

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額  

四半期純利益調整額（百万円） －

普通株式増加数（千株） 82

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当た
り四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式で、前
連結会計年度末から重要な変動があったものの概要

―

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

　

　

（リース取引関係）

前連結会計年度末に比べてリース取引残高に著しい変動は認められません。

　

　

２【その他】
　
　該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】

　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成20年８月４日

参天製薬株式会社

取締役会　御中 

あずさ監査法人

 
指 定 社 員
業務執行社員

 公認会計士 小堀　孝一　　印

 
指 定 社 員
業務執行社員

 公認会計士 谷　　尋史　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている参天製薬株式会社

の平成20年４月１日から平成21年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成

20年６月30日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結

キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監

査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、参天製薬株式会社及び連結子会社の平成20年６月30日現在の財政状態並

びに同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していない

と信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しています。

２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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